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政
府
の
歲
出
は
憲
法
の
規
定
に
原
き
豫
箅
に
定
め
た 

る
欹
項
以
外
に
出
づ
る
こ
ど
能
は
ざ
る
を
原
則
S
な 

す
o

©
だ
微
黛
編
成
の
當
時
豫
期
す
可
ら
-f
p
し
事
由 

の
爲
め
豫
算
に
不
见
を
生
じ
若
く
は
豫
算
外
の
支
出
を 

必
要
ビ
ず
る
ご
ど
無
し
^
云
ふ
可
ら
ず
、
此
必
要
に
應 

世
ん
が
爲
に
憲
法
第
六
十
九
條
に
は
-1
避
く
可
6
ざ
る 

豫
算
の
不
足
を
補
ふ
爲
め
に
又
は
象
箅
の
外
代
生
以
れ 

る
必
要
の
独
用
に
充
つ
る
爲
に
豫
備
费
を
諫
く
可
し」

 

ビ
规
宠
し
。
同
時
に
#
訃
法
第
七
條
に
は 

之
を
第
一
豫
備
金
及
び
‘第
二
豫
備
金
e
し
1
第.一

豫
備 

金
は
避
く
可
ら
ざ
る
豫
黛
の
•不
足
を
補
ふ
爲
め
に
、
第 

ニ
豫
備
金
は
豫
箅
外
に
生
じ
れ
る
必
要
の
钱
用
に
充
つ

浓

九

岱(

七
六
七)

，

雜

錄
货
任
支
出
じ
躭
て

,
る
爲
に
之
を
設
く」

ど
规
楚
し
以
て
或
程
度
^
で
豫
期 

.す
べ
か
ら
ざ
る
不
時
の
用
途
^
充

て

し

め

れ

:
.

:
然
れ
::
&
七
豫
備
金
0
額
«
其
性
質
上
多
額
に
上
る
を 

許
;§
す

：

(

.我
«
の
m
ff
i

に

て

は

_

』

第

一

一

を

合

し

て

H 

一
茛
萬
圆)

.藉
し
も
：1
朝
緩
急
办
る
に
際
し
豫
算
に
訐
上 

し
た
る
金
額
無
で
同
時
代
豫
備
金
も
旣
に
某
殘
餘
を
稃 

せ
ざ
る
か
：但
し
は
興
.不
足
.を
感
^
る
場
合
に
於
て
政
府 

は
平
を
拱
し
て
必
耍
な
る
應
急
丰
段
を
_
ず
る
能
は
ざ 

.
る
破
目
'に
陷
る〗

こ
^

.«
も
.̂

云
ふ
：可
ら
す
0
斯
の
如
き 

際
に
於
て
は
政
府
は
臨
時
に
議
會
を
召
集
し
て
追
加
豫 

■

算
を
提
出
せ
ぎ
る
可
ら
ざ
る
#

な
れ
ど
も
然
も
議
#
が
..

1

せ
;&
:

れ
尤
來
だ
總
選
擧
を
了
'へ
ざ
る
場
合
茬
く
は 

.

.對
外
的
關
係
に
.於
て
：形
勢
顧
る
切
迫
し
片
時
も
猶
豫
す 

,
可

ら

ざ

る

、
場

合

等

に

は

、
別

に

政

庥

を

し

て

臨

機

の

處

：#

 

を
.取
&

し
む
る
必
嬰
な
し
$

云
ふ
可
ら
ず
0

之
れ
懑
法 

七
十
條
の
规
定
?>

る
所
以
に
し
て
制
條
に
は
：

T

公
共
の 

.安

.全
：を
保
¥

る
.爲
駿
急
0

髂
用
較
る
場
合
に
於
て
內
；
 

外
の
情
形
、に
因
&
政
府
は
帝
國
議
會
を
召
集
す
る
こ
チ

笫

七
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:

,
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奶

九

怨(

七
六
八)

雜

錄

迓

任

文

出
'.i

就
て

: 

.

能
は
ざ
る
ぢ
き
，は
勅
命
に
侬
政
上
必
婆
の
處
分
を 

讀
す
'こ
ビ
を
#

o
前
項
：の
瘍
合
に
終
：で
は
次
の
會
期
に 

'於
て
帝
國
議
會
に
提
出
し
其
敢
諾
を
求
む
る
こ
S
を
要 

す」

と
規
®
し
•た
がO
而

し

て

憲

法

第

六

十

.四
條
の
一
一 

•項
に
もf

^
算
の
款
項
に
超
過
し
又
は
豫
算
の
外
に
生 

-•
•
.•
じ
れ
る
支
出
わ
る
ど
き
は
後
日
帝
國
.議
會
0
承
諾
を
求「 

む
.る
を
要
す」

^
C
^
K
V
O

故
に
豫
備
费
の
支
出
た
る
場 

合
^
第
七
十
條
の
規
定
に
侬
る
公
共
の
安
全
を
保
持
す 

る
爲
め
の
緊
念
支
出
た
る
ど
を
問
は
ず
苟
く
も
豫
鼻
S 

過
又
は
豫
算
外
の
支
出
に
就
き
て
は
、
政
府
は
之
を
議 

食
に
提
出
し
て
其
承
諾
を
求
び
る
の
義
務
わ

る

も

の

ど 

す 

oさ
れ
ば
廣
き
意
味
に
之
を
解
す
れ
ば
六
十
九
條
の
規 

鬼
に
«1
る
豫
備
费
の
支
出
も
七
十
條
の
規
定
に
由
る
緊 

急
鬼
出
も
共
^
皆
貴
任
.支
出
な
$
ど
云
ふ
を
得
可
し
0 

0
P 

S
雖
も
從
來
所
■
貴
饪
支
出
^
し
て
世
間
に
議
論
：
 

を
惹
起
し
た
る
は
是
等
雨
種
ー
0'
も
の
に
非
6
ず
し
て
別 

k
.第
三
種
.の
：も
.の
^
在
な
で
#
す
0
〃
 
即
ち
何
等
憲
法
上

姑
.七
號 

セ
ね

_

の
：規
定
に
依
&
ず
唯
政
府
が
_
年
度
_
餘
金
を
利
用
し

'て
國
家
の
政
務
に
必
：要
な
&
^
:信
^
る
所
^
向
：つ
て
^

を
支
出
し
他
日
議
®

:

之

を

提

出

^

て

其

事

後

承

諾

を

求

む

-
る

も

の

之

な

办

o

即
ち
狹
義
记
於
け
る

赏

钮
支

出

j

ビ
は
專
&
此
第
2
種
0
も
の
を
楷
す
次
第
な
り
0

|

而
し
て
政
府
が
斯
の
如
き
支
出
を
敢
’て
す
，る
理
由
は

縱
令
憲
法
上
何
等
0
规
定
な
し
ど
す
る
も
事
實
上
避
く 

.

可
ら
ざ
る
緊
急
の
必
要
あ
れ
ば
刺
餘
金
を
以
て
其
必
要

を
充
す
こ
ど
は
政
府
^
し
て
寧
ろ
其
職
賢
に
忠
實
な
る

所
以
な
b
ど
云
ふ
可
し
o
.即
ち
憲
法
に
は
之
を
許
し
た

る
規
定
な
き
^
同
時
に
之
：を
禁
it
し
た
る
規
定
も
な
き

.が
故
事
實
上
避
け
雛
き
緊
急
の
必
要
生
じ
然
も
豫
備
t

を
以
て
之
.を
烫
辨
D
て
尙
足
ら
ざ
る
時
は
刺
餘
金
を
交

出
す
る
も
敢
て
齋
支
あ
る
可
&

t

w云

ふ

に

花

. 

_

.K
&
に
此
說
を
解
剖
す
れ
ば
其
論
據
は
沱
の
諧
點
に 

在
令
5
認
む
る
を
得
可
し
9 

. 

.

f
1
3

.

.憲

法

に

許

し

た

る

规

定

な

き
€

共

に

禁

じ

，た

る' 

規
®

も

な

し
"

故
R

絕

對

に

爲

す

可

ら

中

ど

云

ふ
^

非
ず
。

0
1
)

豫
備
金
は
豫
算
の
不
足
又
は
豫
算
外
支
出
の
，最 

高
限
度
^

認
む
る
を
#

ずc

旣
に
豫
備
金
を
設
けv

 

必
喪
に
應
じ
豫
箅
に
定
め
ざ
り
し
费
用
を
も
支
出
す 

る
こ
^
を
許
し
た
る
以
上
は
同
じ
く
必
要
の
場
合
に 

於
て
豫
備
金
以
外
の
も
の
即
ち
剩
餘
金
を
以
て
之
に 

充
當
す
る
も
差
支
?>

る
可
ら
ず
0 

(

三)

實
際
緊
急
止
む
可
ら
ざ
る
必
要
あ
る
に
拘
&

ず
.
 

政
府
が
拱
手
傍
觀
す
る
に
於
て
は
政
府
の
職
責
を
空 

ふ
す
可
し
ノ
換
言
す
れ
ば
國
家
は
懑
法
の
規
定
ょ
办 

.

重
し
。

我
國
の
懑
法
學
潘
中
に
て
此
論
を
主
張
す
る
は
穂
績 

美
濃
部
等
の
諸
氏
に
し
て
小
林
搏
士
の
如
き
は
^

8
 

潜V
J

し
て
®

剩
餘
金
の
支
出
は
必
す
し
も
違
®

な
々
£
 

云
ふ
能
は
ず
ど
の
論
を
主
持
す
る
も
の
、
如
し
。
然
れ 

ど
も
我
國
多
數
の
學
藉
は
寧
ろ
遨
法
に
規
定
せ
ざ
る
此 

純
の
^
出
を
以
て
澈
法
遨
反
な
h

ヾ

J

認
め
議
會
は
之
に 

對
し
て
承
謂
を
與
ふ
可
ら
ず
、
よ
し
承
諮
を
與
へ
れ
れ

ば
专
で
鐵
法
違
反
0
事
實
_
物
鲈I

.

變
し
て
i

行
爲
：
 

ど
な
る
發
な
u

t
主
張
す
9 

.

.
:
'

今
此
等
雨
潜
の
議
論
は
暫
く
之
を
措
き
。
我
國
の
實 

際
に
於
.て
は
如
何
^
云
ふ
に
年
々
歲
々
此
種
の
責
住
支 

出
は
繰
返
さ
れ
ざ
る
こ
^
な
き
有
樣
な
6
、
試
に
明
治 

1

1十
四
年
以
來
大
正
35
年
度
に
至
る
ま
で
の
.統
針
を
示 

せ
ば
左
の
如
し
。

事
後
承
諾
案
經
過
槪
要
，

.

 

內
靜
.

ニ 〇 九八同六拽. さ
會
期
变
出
平
度
#數剩餘金豫備金典他

ニ四
每度一 一 一  t=i 一

ぃー4 一一* , ||M »ー《* _■為

九 八 七 六 五

铬九怨

(

七六九

)

錄

，

货
扭
交
出
は
就
て
：

七



同 同 同 ニ 同 同 同 同 ニ 同 ニ 同 一 同 一 同
o 八 六 五 四 三

(

七
七
〇)

雜

錄

货

任

支

出

11

就
て

想
七
誠

七十

同三
0

n 
ニ

勅
令
三
三
號 

三
ニ 

三1

工

溃
國
祺
仲
赀 

三
四
华
度 

滞
國
祺
#
钗 

抑
令
三
六
號 

臨
時
郁
#
毁

— 一一ニ  一 四 三 一 明 四 四

勅
令
鲂
三
七
號
一

三
2£

淸
阈
邵
#
毀 

H
六

淸
國
琪
伸
奴 

勅
令
H
八
號- 

H
七
.

溃
國
褂
仲
赀 

臨
時
斟
件
赀

四 一 四四

3 . 元 同 运 同 同 吴 同 同 ，屋 同 同 岳 同 ’同孟

三八
：：

淸
國
敬
件
毁 

臨
時
祺
件
玫

ョ

九

':
;
. 

渍
國
祺
仲
费
' 

臨
時
琪
件
毀 

四
〇

四1

ニ四為ニ四

淸

國

辦

仲

奴

一
 

靴
國
派
逍
滕
赀
一 

四

一

:
四

淸
國
褂
#
费

一
 

韓
國
派
逍
滕
毀
一

四

m

韓
國
派
逍
滕
毀j

卿
三 

四

-四
！
！ 

四
' 

㈣
芤
大
班
発
年
四
‘

ムニ ニ 一 *^

Z1， ■一二一 一 ニ一  “  . ニ

厶
{

*, ««> _.|| 0
— 一 —

右
各
伴
0

內
容
た
：る
支
出
费
目
杞
至
$
て
は
震
炎
救 

»

、
河

川

堤

：防

エ
»

#

，
褒

賞

恩

賜

及

救

®;
®

^

®

^

®

、

；

.

I:

!

同 三 闷 三 同 ニ 同 ニ ニ  ニ同ニ 
一 〇 八'  七 六 泜 四

同 ニ 同 ニ 同 同 ニ ー - -  
H ニ ， 六 5：

:■
:三11: 

へ
三
三 

ゴ1

五
.

三
六 

同
：

三
七 

同三
八

.同三
九

.同

.

.

. 

四
0 

四I四
二 

同四
三

同四
四

向四
.五
-

同 同 

J

般 
同

.

勝
則 

1

般 
蹄
則
.

1

般
臨
時
琪
仲
赀 

1

股
特
別 

.
一
般 

•

同 同 特
則 

1

般 
特
別 

■
1

般
勝
則 

.大
JE
元

般

、ニ，.
#則
.ニン

七
六
七
、
0
〇
0 

四
七
三
、
〇
〇
0 

三
、
四
六
2£
、九
〇
八 

五
、
八
六
八
、九
四
九 

H
、
二
七
〇
、
〇
〇
〇 

!
1
、

二
五一

、

七
二
〇 

三
五
、
七 

一
o
、〇
o

o 

1
1
、

四
ニ
九
、
五
！10

 

二
八
、
八
ニ
五
、四
〇
九 

九

、
四

七

四

"
九

ニ 

0 

1

泜
"
八
九
四
>
〇

◦

〇 

六
"
九
七
六
、
〇
3t
五 

五
、
三
六
六
、
七
八
九 

I
、

九
九
三
、
茧
七
六 

1
、
六
0
五
>
〇
〇
〇 

I 

0
、
三
六
三
、1

八
六
. 

U

七
四
、
九
七
八
"
o
〇
o 

ノ
'
三
、
七
三
八
、
〇
〇
〇

H
、
七 r

四
、
0

0

0 

七
、四
七
ス
八
近
六 

M
、

八
四
1
1、
〇
〇
0

七
七

m

事
费
T

糧
食t

r
®

馬
及
嫜
米
費
、
傅
染
榍
豫
防
費 

消
赛
s

、
海
外
電
信
料
等
重
き
を
爲
し
其
他
稱
々
：ぁ
れ 

ど
も

1

々
之
を
枚
擧
す
可
き
に
^

ず
0 

.

觅
ら
に
以
上
の
中
狹
_
の
責
任
支
出
に
し
て
憲
法
に 

何
等
規
定
す
る
所
な
く
從
て
世
間
の
論
議
尤
も
囂
し
き 

所
謂
第
三
®

§

責
任
支
出
の
年
度
€

其

金

額

*

0 

れ
ば
左
の
如
し
o

會
計
の
區
則 

1

般 
同

間 一̂ 同 一一一  \す
PiJ H ニ o 九 六 四 同 三.ニ期

ニ
四

同同ニ
六 

ニ
七 

二
八

U

九 
同三

〇 
三)同

物 同 同 同 同 同 1用同同同 
別

支
出
金
額
'

ニ
、
ニ
五
0
、
〇
0

0
圓 

ニ
、
ニ 
五
o

i

Q

O

Q

, 

四
"
ニ
七
o
、
〇
0
〇
，： 

i

九
七
、
七
a
六 

六
、
〇
〇
ー
>
六
八
六 

ニ
、
ニ
.五
ニ
、
三
九
九 

七I

八
、
ニ一

七 

1
、
1
1
1
1
ー1
>八
〇
0 

:

1

'
三
ニ
、
八
〇
〇 

5£
、
ニ
3£
.ニ
、
六
四
苯
：
 

1
，

七
二
三
、
四

一

八
：

.

. 

六
八
三
>
〇
〇
〇
、
.

筋
九
#

(

七
七

錄

實

任

支

出

*U就V
:



奶

九

怨(

七
七
5

雜

0

n
任
，支.S*

に
^
て

(

右
の
内
四
十
三
年
度
特
別
會
計
に
於
.：て

ニ

傭

七
^;
四 

西
餘
萵
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激
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又
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總
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總
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條
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出
す
る
を 

妨
げ
ざ
-C
SL

な
ぅ
o
,而
し
T.
-
憲

法

七

十

條

に

遵

據

す

る
 

場

合

に

は

樞

密

院

の

同

意

を

求

む

.
る

こ

ど

必
要
な
る
が 

故
其
手
續
き
に
時
日
を
空

费

す

る

：恐

れ€

云
は
ん
.
 

か
な
れ
ど
も
對
外
戰
幸
の
關
始
せ
&

れ
ん
e

す
る
場
合 

に
於
て
樞
密
院
會
_

を
開
く
於
如
き
_
政
府
に
取
办
て 

1

擧
平
.

T

投
足
の
：勞
に
過
§•
'

す
o
;
殊
K

今
囘
の
日
獨
戦

绾

七

铖 

八

一



第

九

锴

(

七
七
六)

雜

鈴

賢

任

支

出

に

就

.て

爭
の
如
き
敵
對
行
爲
化
移
る
ま
で
に
は
'
^
な
か
ら
ざ
る 

餘
裕
有
&
し
こ
^
明
白
犯
心
て
此
間
K
は
樞
密
院
會
議 

の
如
か
何
间
も
之
を
開
催
せ
し
む
る
を
得
た
り
し
に
^- 

て
を
や
、
而
し
て
樞
密
院
_
員
に
於
て
も
臨
時
®
事
費 

の
如
き
恐
ら
く
は
何
人
も
之
に
反
對
す
る
も
の
な
か
&

一
 

し
や
必
せ
り0

然
る
に
政
府
は
此
の
當
然
の
道
に
出
で 

中
强
て
橄
遨
を
撰
む
責
仟
：支
出
を
敢
て
し
た
る
は
務
ヵ 

て
憲
法
の
條
章
を
恪
守
せ
ん
^

の
誠
意
.を
缺
き

し

も

の
 

な
ぅ
マJ

評
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
な
6

0
吾
人
$
雖
も
：

g
.

に 

日
猢
S

S

し
た
る
以
上
は
必
：f

る
還
に
對
し 

て
_
院
に
於
て
滿
©〗

致
協
賛
を
與
へ
セ
る
次
第
に
しj 

て
之
れ
以
外
に
も
^
事
行
動
の
上
に
生
じ
だ
る
必
惡
のI

锻

用
f

f

j

元

ょ

赢

S

有

る

可

き

？

し

。\ 

唯

政

府

は

篇

證

の

鑾

に

從

つ

て

行

奪

ざ

る可

ン

ら
ざ
る
場
合
に
又
斯
く
す
る
に
充
分
の
餘
裕
あ
り
し
祭 

な
$

し
に
枸
ら
ず
。
强
て
權
遒
を
«

み
た
6

し
其
事
»| 

.に

は

反

製

せ

ざ

る

を

得

ざ

る

f
o
 

'臨

時

事

件

發

：に
就 

て

も

亦

然

唯

此

臨

時

事

#

费

中

に

は

某
®

の
®:
S

第
七
號 

八
ニ 

，‘

tl
nv

注
文
に
對
す
る
政
府
の

*

»

*
其
大
部
分
を
占
む
る 

が
故
斯
の
如

，き
自
的
の
爲
め
資
伤
支
出
を
敢
て
す
る
の 

可
否
は
世
間
の
問
題
^

な
を
ざ
る
を
#!

ざ
る
可
し
o
然 

も
若
し
政
府
に
し
て
是
弗W

も
卵
®
立
換
を
爲
す
必
要 

あ
A

ど
認
め
ん
か
、
臨
時
®

事
費
^J

同
機
樞
密
院
の
決 

議
を
經
て
以
て
JE

々
堂
.
々
の
適
憲
行
爲
ビ
な
す
可
き
の 

み
。
.要
す
る
R

政

府

は

憲

政

の

常

道

を

步

み

#1
る

場

合 

に
も
倚
權
道
を
撰
み
た
る
や
明
&
に
し
て
斯
の
如
き
は 

憲
法
の
條
章
を
重
ん
ず
る
の
念
少
な
く
責
任
支
出
の
如 

き
非
常
竿
段
を
務
め
て
避
け
ん
ど
す
る
誠
意
な
か
り
し 

も
の
^

斷
定
せ
ざ
る
を
得
す
9 

(

.
ニ〕

目
的
。

.

.

從
來
責
任
支
出
の
目
的
妓
戰
带
其
他
緊
急
の
對
外
的 

關
係
に
原
く
も
の
を
除
く
の
外
は
殆
ん
ど
皆
天
災
地
殃 

R

對

す

る

應

急

费

又

は

.恩

給

年

金

等

法

律

の

改

正

其

他 

他
動
的
原
因
ょ
6

生
じ
れ
'る
'
止
む
を
得
ざ
る
^

^

に
.贴 

ら

れ

た

り

"

蓋

し

責

任

支

出

0'

性
質
た
る
憲
法
の
规
宠 

以
外
の
非
常
手
段
な
る
が
故
®
ん
で
或
訐
微
を
立

て

之

_L

Iを
實
行
ぜ
ん

？
す
る
が
如
き

も

の

た
る
W

ら

ず
o

又
進 

で
或
種
の
經

濟
的
利
益
を
計

る
が
如
き
も
'0

た
る
可
&
 

申
し
て
服
謂

p
r
e
v
e
n
t
i
v
e

の
^

®

た

る

を

常

ど

し

れ 

ぅ
即
ち
震
炎
"

水
窖
費
補
助
、
：褒
赏
恩
給
费
、
傅
染
病 

豫
防
费
V

救
恤
费
等
其
の
主
要
な
る
も
の
に
し
て
是
等 

は
責
任
支
出
^

し
て
每
年
殆
ん
ど
现
は
れ
來
i

し
所
な 

る

の

み

な

ら

ずo

是
等
の
费
目
に
付
き
て
は
議
會
に
於 

て
も
さ
し
れ
る
異
論
な
き
の
例
な
，

C
s

し
が
故
b

是
等
所 

謂

p
r
e
v
e
n
t
i
v
e

 

m
e
a
n
s

の
支
出
は
其
目
的
に
於
て
當
を 

得
た
る
も
の
マj

云
ふ

を
得
可
し
o

大
隈
內
間
の
責
任
支 

出
中
に
も
亦
此
®

の
も
の
無
&
に
非
ら
ず
ミ
雖
も
然
も 

決
し
て
防
遏
的
手
法
ど
览
做
す
可
ら
ざ
る
も
の
も
亦
少 

な
か
&

ず
o

例
へ
ば
菜
京
市
外
九
市
水
遨
费
補
助
"
四 

日
市
外
三
港
修
築
费
補
肋
"

米
價
調
節
费
"
帝
國
蠶
糸
株 

式
微
社
肋
成
金
の
如
き
は
孰
れ
も
進
ん
で
或
種
の
經
濟 

的
刺
錄
を
壻
進
せ
ん
^

欲
し
忆
る
も
の
な
り
。.
即
^
防 

遏
的
手
段
に
非
ず
し
て
進
取
的
手
段
な
6

0

豫
想
す
る

こ
^
能
は
-ざ
&
し
遇
然
の
事
變
镟
生
^
た
.る
其
結
果
政

•

 

:
.

.

.

姨

九

卷

(

七
七
七)

ノ

雑

錄

資
任K

出E

級
.て

'
-
.

 

-

府
が
非
常
苹
段
を
取
つ
ハ
て
之
を
救
»

す
る
の
止
む
を
#. 

ざ
る
©

情
に
立
至
り
し
に
は
#

ら
中
し
て
兼
て
ょ
&
何 

人
も
知
了
し
ft
.り
し
事
實
な
6

0

否
政
府
は
一
度
其
計 

窬

を

立

て

、
議

會

に

提

出

し

た

ヶ

し

も

'0

な
6

0

斯
る 

性
質
の
も
の
に
對
し
て
非
常
手
段
た
る
責
任
支
出
を
以 

|

て
之
に
應
じ
爲
め
に
憲
法
の
常
遨
を
忽
R

す
る
は
甚
だ 

不
都
合
な
ぅ
^

云
は
ざ
る
可
ら
す
。
政
府
當
周
者
は
云 

は
ん
、
米
價
調
'®
の
如
き
將
れ
蠶
糸
救
濟
の
如
き
は
先 

き
に
政
府
が
其
案
を
議
會
に
提
出
し
た
る
際
に
何
人
も 

異
存
有
る
可
し
S

も
思
は
れ
ざ
办
き
o

唯
議
會
が
解
散 

S

な
ぅ
し
が
爲
め
政
府
は
其
案
を
豫
算
に
從
つ
て
實
行
A
 

す
る
能
は
ざ
る
破
0

に
陷
b

た
る
次
第
な
れ
ば
之
を
責 

任
支
出
ど
爲
す
は
偶
々
民
意
に
添
ふ
所
以
に
外
な
ら
ざ 

\

る
可
し
^

0

然
れ
ど
も
當
時
議
會
に
異
存
な
か
6

し
は 

政
府
が
疋
當
な
る
手
段
に
依
り
て
其
救
濟
を
計
&
ん
ど 

す

る

こ

ミ

に

對

し

異

論

な

か

り

し

次

第

.に

し

て

懑

法

に 

規
定
せ
ざ
る
非
常
字
段
を
取
り
て
ま
で
之
を
實
行
す
可 

レ
ビ
»

し
れ
る
に
非
6

ざ
る
は
言
を
俟
^

ず
、
彼
の
某 

第
七
.號

A

H
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怨

〈

七
七
八)

雜

錄

.

赞
邻
支
出
1 -
^ '
て
：

大
K

^
rl
A
ミ
ッ
シ
0
ン
0-
余
な
:̂
'

^
も
疋
當
に
貯
蓄 

し
れ
る
金
な
$
ど
も
金
に
ニ
色
な
し
マJ

云
ふ
が
如
き
見 

解
ょ
ぅ
せ
ば
巌
政
の
常
道
K
從
ひ
救
濟
を
爲
す
も
權
道 

に
依
る
も
救
濟
の
事
實
さ
へ
わ
れ
ば
可
な
の
結
論 

に
達
す
可
し
'

y
j
_

も
> 

斯

の

如

き

は

極

め

て

淺

簿

な

.■
る 

«
論
に
し
て
採
る
に
兄
ら
ず
9
即
政
治
經
濟
上
の
議
論 

に
於
て
は
物
質
的
現
象
以
外
に
入
心
の
上
に
及
す
影
«

/r
卜
付
て
深
く
考
處
す

る

所
な
か

る

可
ら
ず
o
渴
し
で
も 

國
K
R -
裕
泉
の
水
を
飲
ま
し
め

ざ

る

注
意
肝
要
な
A

しヾ 

知
&

ざ

る

可
&
t'
o
. 

| 

3

方
法

蠶
糸
會
社
補
肋
及
び
米
價
調
節
の
爲
め
政
府
が
責
任 

交
出
を
爲
し
た
る
は
典
目
的
の
上
に
於
て
當
を
得
た
办 

ド
ニ
！

f

ふ
を
#

ず
、
少<

•
>

し
も
斯
の
如
き
經
濟
上
の
利
益\ 

墦
進
を
同
的
ど
し
て
非
常
竿
段
に
出
づ
る
の
當
不
當
は 

「

大
疑
問
の
存
す
る
所
た
る
を
失
は
すo

然
る
に
其
方 

法
の
^
^
0 
Ay 
.て
は
甚
だ
劣
惡
な
A

し
ど
云
は
ざ
る
を 

得
ず
o

何
ビ
な
れ
ば
政
;f
f

-
が
一
私
立
會
社
の
爲
め
に
五

第
七
■
 

八
四

西
萬
圆
に
i
.る
互
額
0'

資

金

を

貸

與

す

る

■

•の

事

實

はa
 

^

世
の
疑
^

を
招
ぐ
可
き
點
な
る
に
、
殊
に
其
の
1®
!# 

金
«

憲
法
の
條
章
に
依
&
ざ
る
責
任
支
出
$
爲
す
が
如 

き
、
將
た
又
多
數
製
糸
家
若
く
は
養
鐵
家
を
救
濟
す
る 

の
方
法
に
出
で
中
し
て
京
獱
地
方
の 
一
―-三
の
富
豪
を
利 

益
せ
し
め
た
る
が
如
き
は
實
は
國
家
0

公
金
を
以
て
極 

め
て
少
數
な
る
寵
商
輩
を
利
益
せ
し
め
た
る
も
の
S

の 

非
難
を
免
る
可
き
^

わ
ら
ず
。
吾
人
は
同
じ
く
«
糸
の 

救
濟
を
目
的
ど
し
た
^

^j

し
て
も
今
少
し
く
一 

般
的
に 

多
數
國
民
力
其
牙
益
R

浴
し
得
る
の
方
法
を
講
づ
.
る
R 

あ
ら
ざ
れ
ば
却
て
.之
を
爲
さ
い
る
の
優
れ
る
に
如
か
ざ 

る
を
威
^

る
も
^

^

り
。

M
ら
R
米
價
調
節
に
於
て
も
政
府
は
秘
密
の
間
に
投 

機
を
試
む
る
が
如
き
手
段
に
出
で
れ
る
が
爲
め
、
十j

れ 

亦
少
數
の
御
用
商
人
の
み
專
ら
利
益
の
®
斷
を
試
み
た 

る
や
明
か
に
し
て
政
府
が
米
相
場
に
竽
を
出
す
が
如
き 

百
窖
?>
$
て
.一
利
あ
る
を
見
ず
、
近
頃
政
府
當
局
者
ビ 

米
仲
買
S
の
間
に
醜
穢
な
る
風
說
の
立
て
6
れ
た
る
®

|
j

|

:

に
火
の
無
き
場
所
に
煙
の
立
ち
^
る
も
の
^
認
む
る
：能 

は

ざ

る
ff
p
p 

(
E
L
)

時
期

蠶
糸
救
濟
、
米
價
_

節
"

水
遊
、
®
灣
の
補
助
等
は
其 

時
期
に
於
て
亦
甚
だ
不
適
當
な
る
機
會
R

支
出
せ
6

れ 

た
ぅ
ビ
云
ふ
を
妨
げ
ず
、
I

し
I
M
糸
も
米
も
政
府
が
救 

濟
に
着
手
し
た
る
三
月
上
旬
に
は
旣
に
地
方
小
中
農
民 

の
手
を
離
れ
て
K

大
部
分
は
大
な
る
仲
買
商
若
く
は
大 

地
主
の
み
之
を
所
有
し
た
る
杞
北
6

>
他
は
悉
く
之
を 

賣
拂
ひ
れ
る
後
な
b

し
を
以
て
政
府
の
救
濟
又
は
調
節 

の
利
益
に
裕
し
れ
る
も
の
は
之
等
の
富
豪
難
に
し
て
、
 

中
小
農
は
何
等
利
す
る
所
な
か
6

し
は
事
實
な
i

o

政 

麻
が
S

糸
救
濟
乂
■
は
米
偕
調
節
の
必
要
あ
P
ビ
信
せ
ん 

か
何
故
卑
き
に
於
て
之
を
斷
行
せ
ざ
り
し
ぞ
、
經
濟
的 

に
尤
も
大
切
に
し
て
又
興
偕
格
の
尤
も
低
落
し
た
る
其 

隙
代
之
を
試
み
す
し
て
三
月
十
日
_

ょ
6

其
月
末
頃
に 

於
て

即
ち
彼
の
總
選
擧

を
挾
ん
で
之
を
試
み
た
る
於
如 

き
は
何
故
ぞ
、
殊
に
水
道
沸
®
の
補
助
の
如
き
從
來
寶

任
支
出
を
敢
て
し
た
る
前
例
も
悉
無
な
に
、
三
月 

1
1

十

日

ょ

り

1
1

十

五

日f
c
至
る
^

で

の

間

に

於

，て

之

を 

實
行
し
、
以
て
各
地
0
都

市

に

.對

し

政

府

の

私

恩

を

賣 

b

て
與
黨
候
補
者
の
選
擧
の
便
に
供
し
た
ぅ
ど
稱
せ
&
 

る 
>

に
對
し
政
府
は
果
し
て
辯
解
の
辭
fc
h

や
不
1-
1

や
、 

嬰
す
る
に
政
府
に
於
て
有
心
か
無
：心
な
$
し
か
は
吾
人 

の
敢
て
斷
言
せ
ざ
.る
所
な
れ
ど
も
然
も
此
等
の
責
任
支 

出
は
典
目
的
の
爲
か
'̂

最
苠
の
時
期
忙
於
て
實
行
せ
&
 

れ
ず
し
て
總
選
擧
の
爲
め
に
最
も
有
效
な
る
時
期
に
於 

T

•實
施
せ
ら
れ
た
る
は
事
實
な
云
ふ
可
し

。

. 

(

五)

效
果

:

凡
そ
政
府
0-

歲
出
は
1

餞
ど
雖
も
有
效
に
使
用
せ
&

, 

れ
ざ
る
可
ら
ざ
る

は
言
を
俟
た
.ず
若
し
も
政
府
の
官
班 

輩
に
し
て
國
庫
の
金
を)

錢
に
て
も
無
益
に
使
用
す
る 

者
あ
ら
ん
か
直
ち
に
懲
戒
處
分
を
受
く
可
し
、
.
殊
.に
責 

任
支
出
の
如
き
は
1 ;

法
0

條
章
に
自
ら
ず
政
⑽
の
全
®
 

任
を
以
て
'決
行
す
る
も
の
な
る
以
上
は
其
支
出
し
ね
る 

金
額
が
充
分
^

其
效
果
を
發
輝
せ
し
む
可
き
こ
ビ
に
對

馆

九

怨

(

七
七
九)

雑

砰
佑
支
出
1:
躭
て
.

第
七
號

八
五



. ;ノ

第
九
餘

’七
/v
o

}

雜

錄

货
芘
文
枇
1
1麵
て

谘
七
號

八
六

し
政
.府
常
局
者
«■

十
ニ
分
の
實
任
を
f̂

す
^

宏
は
ざ
.
iる■ 

を
得
ず
。
然
る
に
政
府
が
麓
糸
會
社
の
補
助
又
は
ま
®
 

調
钫
(̂

费
し
た
る
金
辕
は
*

し
て
其
効
银
を
遺
慽
^'
ぐ 

發
郯
し
た
6

V
J

云
ふ
を
得
る
やC

當
局
漭
は
虎
效
な
6
 

マ

j

吹
聽
し
つ
、
有
か
ど
雖
も
、
菩
人
の
見
る
所
を
以
て 

す
れ
ば
事
實
全
く
之
R

相
違
す
ビ
ーK
は
ざ
る
を
得
ず
。 

先

づ

米

價

に

就

き

て

之

を

云

ひ

ば

政

府

は

我

國

の

，米

®
 

は
十
S
.
圆
臺
を
以
て
相
當
な
h

ど
認
め
此
程
度
ま
で
騰 

貴
せ
し
め
ん
ど
欲
し
た
る
こ
ど
豫
箅
委
員
#
に
於
て
若 

概
大
藏
大
R1

の
說
明
し
れ
る
所
の
如
し
ビ
雖
も
ゝ
米
腹 

.調
節
の
結
果
我
米
價
は
決
し
て
斯
の
如
く

騰
貴
せ
ざ
ぅ 

し
な
ぅ
o

西
ニ
月
礙
に
は
却
て
政
府
が
調
節
を
許
る
可 

し
^

の
垃
間
の
豫
想
に
刺
»

せ
&
れ
て
相
當
に
騰
貴
し 

允
る
に
拘
&

ず
、
.
政
府
が
.實
際
R

米
の
買
入
れ
に
着
手 

し
て
以
來
は
却
て
下
落
し
た
る
に
あ
&

す
や
、
M

ら
R 

今
囘
其
打
切
6

を
公
言
し
て
以
來
米
價
は
劇
落
を
來
し 

M

方
農
民
は
#

常
.の

困

雛

を

感

じ

つ

、
あ

る

R

6

ら
す 

や
。
又
獄
糸
救
濟
に
關
し
て
も
實
際
.其
の
利
益
.を
蒙
6

.

し
も
の
は
京
濱
ff
i

ff
i

の
ニ
三
當
豪
^

過
ぎ
中
し
て
製
糸 

業
漭
養
鐵
家
は
何
等
の
利
益
紀
济
せ
ざ
6

し
の
：み
な
&
 

ず
、
糸
價
は
1

時
八
商
圆
臺
を
維
持
す
る
を
得
た
れ
ど 

も
之
れ
亦
今
冏
其
中
北
を
公
表
す
る
や
、
糸
價
暴
落
を 

來
し
全
國
養
|
顧

家

の

頭

上

に

大

打

難

を

加

へ

.
た

る

や 

爭
ふ
可
ら
ず
o

凡
そ
經
濟
政
策
の
上
ド
於
て
尤
も
嫌
忌
.，
 

せ
ざ
る
可
ら
-̂

る
は
市
價
の
劇
變
^

在
ぅ
て
存
す
、
然 

る

に

政

府

：は

人

爲

的

に

j

時
之
を
騰
貴
せ
し
め
、
激
月 

な
6

ず
し
て
®

び
之
を
暴
落
せ
し
む
る
が
如
&
實
に
思 

は
ざ
る
の
甚
し
き
も
の
S

云
は
ざ
る
を
得
ず
-

Jr

く
て 

價
格
の
動
搖
す
る
鳴
^

小
民
は
不
處
の
损
失
を
蒙
6

, 

當
豪
輩
を
し
て
獨
6

投
機
の
利
益
を
此
間
に
®

斷
せ
し 

む
る
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
？
今
日
の
米
價
及
条
贾
R

就
て 

1

考
す
る
も
の
誰
か
米
偾
調
節
及
蠶
糸
救
濟
を
以
て
成 

效
R
. 
了
れ
り
？

^

ふ
も
の
育
&

ん
ゼ
0

.
之
を
要
す
る
に
大
隈
內
閣
は
：貴
任
支
出
を
少
な
か
ら 

し
.め
ん
^

す

る

誠

意

を

缺

含

”

同

時

に

興

交

出

中

に

は 

目
1

;

.
方

法

_ヽ
時
期
、
> 
效
搌
等
k

就
き
甚
だ
非
雛
す
可

き
®

類
の
も
の
を
抱
含
し
た
る
こV

J

明
か
な
^

N

o

Mし 

て
其
間
員
中
に
は
憩
法
學
漭
S

し
て
從
來
世
間
に
重
ん 

せ
ら
れ
た
る
一
木
氏
の
如
き
6

&

"

氏

は

興

著

日

本

法 

令
豫
算
論
中
に
於
て「

此
の
如
く
會
訐
法
が
第
八
條
を 

設
く
る
の
必
要
を
！|

め
な
*か
&
豫
備
费
外
の
支
出
に
付
一 

事
後
承
諾
を
規
定
せ
ざ
る
は
何
ぞ
や
、
豫
備
费
ょ
6

支

| 

出
す
る
外
激
箅
超
過
又
は
豫
算
外
の
支
出
^

る
こ
^
無 

け
れ
ば
也j

ど
斷
言
し
た
る
其
所
論
は
尙
未
だ
支
持
しj 

つ
、
あ
り
ビ
豫
算
委
員
會
に
於
て
公
言
せ
る
に
拘
ら
ず 

「

實
際
に
於
て
は
從
來
ょ
ぅ
の
慣
習
も
あ
6

致
方
な
し」

ビ
稱
し
て
此
窗
目
的
大
責
支
出
を
敢
て
し
た
る
內
閣 

に
列
す
る
は
何
れ
る
矛
盾
ぞ
や
、
此
の
外
花
井
武
富
大 

場
の
諸
博
士
游
く
は
諸
名
士
は
魏
れ
も
其
從
來
r

茬
く 

.

は
最
近
の
所
說
に
反
し
て
現
內
閣
の
責
任
支
出
を
是
認 

し
た
る
は
何
事
ぞ
、
玆
に
至
り
て
は
所
.謂
學
#

な

各

む
.
 

の
ゝ
.
權
威
も|

一
 f

文
の
惯
値
な
し
ぐJ

云
ふ
ず
き
な
6

0

吾

.敗

杂

」
(

七
八
ニ)

雜

錄
：

迓
任
髮
耽

|-
:
躭
兮
，

人
は
是
等
諸
君
の
如
く
平
.生
徒
&

比
實
行
不
可
能
0

_

論
を
爲
じ
て
0

&

喜
.ぶ
：レ
の
に
_

9

_
豫

備

金

以

外

に

豫

算

に

計

上
'せ

ざ
ヶ
し
不

時

の

歌

變

に

ま

て

目

»

金

の
支
出
を
必
要
ど
す
る
場
合
有
&
こ
ビ
を
認
む
る
も
の

?

o

論
者
或
は
豫
備
金
の
额
を
增
加
し
て
、
此
用
に

供
し
以
て
政
府
の
歲
出
は1

切
議
會
の
協
賛
を
與
へ
た

る
金
額
に
の
み
止
ら
し
む
可
し
^

云
ふ
も
の
有
^V

ヒ
雖

も
V

豫
備
金
を
無
暗
に
多
大
な
&

し
む
る
が
如
&
は
却

て
恐
る
可
&

弊
害
を
招
ぐ
所
以
な
れ
ば
之
れ
又I

足
の

限
度
以
上
に
增
加
す
可
き
も
の
に
非
ず
。
然
ら
ば
m-
ii
.

金
外

1

切
0.

支
出
は
憲
法
第
七
十
條
の
規
足
に
1̂

&
駿

急
支
出
れ
&

し
む
可
き
や
ど
云
ふ
に
、
之
れ
亦
ロ
に
沄

ふ
可
く
丄
て
？
容
易
に
行
ふ
可
き
に
非
&

すo

.
即
傅
染
.

病

の

豫

防

.
*
«
水

書

の

救

濟

费

其

他

少

額

の

支

出

に

對 

し
樞
密
院
の
決
議
を
經
る
が
如
ぶ
は
全
く
其
必
要
な
し 

稱
し
て
.可
な
.
^

V

彳

_

時

に

_

外

的

關

係

に

於

て

時

局

'
:/'
m

-f
e
,雛
、

/v
-f
e



齚

办

帮(

七
八
！

一
)

雜

錄)

潑
法
.办
酿
糊
！1關
す
る
极
本
間
组.

m
セ
m

八
A

V,

i

非
常
.に
切
.追
せ
る
場
务
§
如
き
齡
急
支
肋
の
爭
續
き
を
：
 

傭
む
能
は
ざ
る
場
合
な
しw

•云
ふ
可
&/

ず
0

故
に
縱
铪 

葸
法
に
規
宠
な
し
ど
雖
も
、
政
府
當
局
^
の
政
治
的
良 

心
ビ
德
義
の
感
念
に
依
®

し
て
玆
に】

種
の
權
遒
た
る 

赀
任
支
出
を
許
す
は
國
家
の
政
務
に
遺
漏
な
き
を
期
せ 

し
む
る
所
以
な
$

ど
信
ず
o

唯

央

れ

常

道

に

非

^

し

て 

榴
道
な
ぅ
。
懑
法
の
規
定
に
原
か
ず
し
て
當
局
潘
の
良 

心
ど
德
_
の
感
念
に
基
く

も
の
な

令
。
さ
れ
ば
責
任
支 

出
の
大
少
を
以
て
政
府
の
良
心
を
計
最
す
る
^

度
な
办 

ど
見
做
す
を
得
可
し
o

若
し
夫
れ
不
德
義
潢
に
し
て
當 

路
に
立
れ
ん
か
何
事
を
か
政
て
爲
さ
い
ら
ん
P

O

憲

法

：の
.釋

解
 

根

本

問

題

：

V

關
す
る

■
村
田
岩
次
郞

：

憲
法
の
規
定
が
簡
潔
な
る
が
爲
め
K

種
々
.の
疑
_
を 

生
す
る
は
免
れ
ざ
る
所
な
る
も
、
近
來
頻
發
せ
し
違
.憲 

問
題
.の
多
く
は
憲
法
に
對
す
る
解
釋
の
极
本
に
於
て
誤
：
 

れ
る
も
の
6

る
に
基
由
せ
る
が
'如
し
0

遨
れ
予
が
本
稿 

に
於
て
各
個
の
場
合
に
就
き
是
れ
は
違
憲
な
ぅ
，
彼
の 

場
合
も
亦
違
憲
な
6

ご
一
々
說
雛
す
る
を
业
め
、
憲
法 

の
解
釋
に
關
す
る
根
本
の
間
題
に
就
：い
て
聊
か
所
信
を 

披
壢
せ
ん
^

す
る
所
以
也
.0

憲
法
の
中
心
を
賞
流
す
る
极
本
の
精
神
を
理
解
す
る 

こ
.VJ

な
く 
y

或
は
辭
句
に
拘
泥
し
、
或
は
先
例
を
偏
®
 

し
て
以
て
敢
て
.憲

法

の

，條

規

を

解

釋

せ

ん

ど

す

。
パ
某
の 

解

釋

のJE
:鵠

を
'得

ぎ

，る‘

固

ょ

々

其

處

な
-

c

v

o

.

m

T
項

I

I

!

を

分

ち

憲

法

の

根

本

精

神

に

.就

い

て

叙

ぶ

.ベ
し
o
.
.

國

家

統

治

の

作

用

は

普

通

に

之

を

立

法

ヽ

司

法

及

：び
： 

行
政
の
_
1ニ
ど
な
す
0

是
等
の
作
用
は
或
は
天
蛊
親
裁
の 

作

用

た

る

、
勝

合

ぁ

^V、

或
は
行
政
官
廳
の
；媒
介
に
依
>
 

て
行
は
る
、
場
合
わ
り
、
或
は
議
會
の
關
與
を
要
す
る 

揚
合
?>
6

、
成
は
又
天
枭
の
名
に
於
て
司
法
栽
判
所
之 

を
汗
ふ
場
合
?>
0

0

然
か
も
其
の
作
用
は
悉
く
邡
の
淵 

源
を
天
摄
に
發
す
る
こ
ビ
昭
//
.

乎
^
し
て
觅
に
疑
を
綹 

る
可
か
ら
す
o

憲
法
前
文
に「

國
家
統
治
ノ
大
權
ハ
朕 

力
之
ヲ
祖
宗
二
承
ケ
タ
之
ヲ
子
孫
二
傅
フ
ル
所
ナ
リ
朕 

及
朕
カ
子
孫
ハ
將
來
此
ノ
邋
法
ノ
條
章n

循
ヒ
之
ブ
行 

フ
コ
ト
ヲ
愆
ラ
サ
ル

へ
シ」

ど
?>
&

、

又

憲

法

第

四

條 

に

は「

天

臬 
> 

國
ノ
元
首
二
シ
テ
統
ぬ

ff
l

ヲ
總
攬
シ

」

s
 

々
V
J

办
6

0
 

の
生
ず
可
き
餘
地
な
し
ビ
！i

ふ
べ
し 

此
點
に
關
聯
し
て
湓
法
上
の
邻
議
を
生
じ
た
る
場
合
わ 

&

ど
せ
ば
开
は
彼
の
天
泉
機
§

な
6

0

天
皇
は
國
家 

の
機
關
に
し
て
統
治
權
は
i

に
M

す
る
癖
利
な
A
y 

o

 

夫

皇

が

統

治

す

る

は

國

寒

の

權

利

：を

行

使

，す

る

も

の

に

し
て
銃
治
權
は
天
皇
の
1
‘身
杞
屬
す
.る
權
利
^

办
&: 

ず」

ビ
は
天
息
機
關
論
の
要
»

'̂

ぅ
0

此
の
：說
R

.對
し 

"T

は

1

«

0

學
#

»

熱
心
に
廳
を
加
へ
、
恰
も
斯
く 

の
/
如
く
解
す
.る
.
«
我
が
國
體
を
轉
.稷
す
..-る
所
以
，な
"
る
が
，
 

如
く
に
極
論
す
る
に
亜
り
き
。
然
れ
ど
も
铝
は
到
成
冷 

)#

な
る
刺
斷
の
結
报
ど
見
る
こ
$

を
得
ず
0

n»

句
く
^
pta 

家

人

格

說

を

採

用

す

る

以

上

"

統
治
權
を
國
家
に
®
す 

る
權
利
^

解
す
る
は
至
常
の
事
に
し
て
、
我
が
國
に
於 

て

此

の

說

を

採

.用

す

る

能
は
ず
ど
云

ふ
は
我
が
國
は
自 

座
§

動
の
能
力
な
し
？
云
ふ
に
異
な
&

ず
。
國
家
が 

被
.治
者V

J

に
分
割
せ
&

る
、
も
の
な
-c

s
e

せ
ば 

い
ざ
知
ら
ず
、
國
家
を
以
て
®

I

體
ヾ
し
觀
念
す
る

以
上 

統
^

^

を
|國
家
に
，«

す
る
權
利
ビ
な
し
、
天
袅
を
國
家 

の
最〗 
1

關V
J

な
す
は
法
现
上
蕺
も
非
_

す
可
か
&
ざ 

る
の
‘み
な
，ら
ず
0

我
が
固
に
於
.て
特
に
採
州
す
可
か
ら 

す
ビ
爲
す
.理

由

，毛

頭

有

る

こ

ビ

な

し

O

君
主
國
に
於
て 

は
.君
^

は
^

^

^

を
0

有
す
ビ
云
ふ
を
雜
通
ぐ
し
す
る
も 

嚴
^

^
 

.云
へ
.
ば
國
家
‘
の
*

®

.®]
た

る

地

位

を

固

有

す
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法
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兮
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